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菊陽町監査委員公告第１号  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団

体等監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を下記のとお

り公表します。  
 
令和 ８年 ３月２６日  

                     菊陽町監査委員 牧野俊彦 
 
                     菊陽町監査委員 佐々木理美子 
 
                  記 
１ 監査の種類  

財政援助団体等に関する監査（地方自治法第１９９条第７項）  
 
２ 監査の対象 
  ●公益社団法人 菊陽町シルバー人材センター  

・実施日 ： 令和７年１２月１７日 
    ・場所  ： 当該団体の事務所 
    ・財政援助等の内容 ：事業運営費補助（R7 7,900 千円）  
 
  ●有限会社 さんふれあ 
    ・実施日 ： 令和７年１２月１８日 
    ・場所  ： 当該団体の事務所 

・財政援助等の内容 ：町出資団体（出資金 19,000 千円） 
           指定管理団体（菊陽町総合交流ターミナル、菊陽町ふれ

あい農園） 
               指定管理委託料（R6 決算 26,502,730 円）  
 
  ●社会福祉法人 菊陽町社会福祉協議会 
    ・実施日 ： 令和７年１２月１９日 
    ・場所  ： 当該団体の事務所 

・財政援助等の内容 ：指定管理団体（菊陽町福祉センター、菊陽町ふれあい交

流・福祉センター） 
               事業運営費補助（R7 73,450 千円） 
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３ 準拠基準  
菊陽町監査基準  

   
４ 監査の着眼点  

（１）定款及び経理規程等諸規程は整備されているか  
（２）決算諸表は法令等に準拠して作成されているか  
（３）事業成績及び財政状況は適正に決算諸表に表示されているか  
（４）経理・庶務事務は適正に行われているか  
（５）会計経理及び財産管理は適切か  

 
５ 監査の結果  

上記のとおり監査した限りにおいて、菊陽町による財政的な援助等に係る各団体の

出納その他の事務の執行は、当該援助等の目的に沿って行われていると認められます。  
 

                                    （以上）  
 
 
 


